
 ・SS　400 ・SS　400 ・SS　400 ・SS　400 ・SS　400 ・SS　400 ・SS　400

9 材 料 試 験 等9 材 料 試 験 等9 材 料 試 験 等9 材 料 試 験 等9 材 料 試 験 等9 材 料 試 験 等9 材 料 試 験 等

(7.3.2)(7.3.2)(7.3.2)(7.3.2)(7.3.2)(7.3.2)(7.3.2)※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部※縁端距離、ボルト間隔及びゲージ等は、国土交通省大臣官房官庁営繕部

　「建築鉄骨設計基準」による　「建築鉄骨設計基準」による　「建築鉄骨設計基準」による　「建築鉄骨設計基準」による　「建築鉄骨設計基準」による　「建築鉄骨設計基準」による　「建築鉄骨設計基準」による

11 仮組み11 仮組み11 仮組み11 仮組み11 仮組み11 仮組み11 仮組み ・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)・実施する　　　※実施しない                                              (7.3.10)

12 高力ボルト接合12 高力ボルト接合12 高力ボルト接合12 高力ボルト接合12 高力ボルト接合12 高力ボルト接合12 高力ボルト接合 すべり係数試験　・実施する　※実施しないすべり係数試験　・実施する　※実施しないすべり係数試験　・実施する　※実施しないすべり係数試験　・実施する　※実施しないすべり係数試験　・実施する　※実施しないすべり係数試験　・実施する　※実施しないすべり係数試験　・実施する　※実施しない (7.4.2)(7.4.2)(7.4.2)(7.4.2)(7.4.2)(7.4.2)(7.4.2)

試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）試験方法（　　　　　　　　）、試験片の摩擦面の状態（　　　　　　　　）

10 工作10 工作10 工作10 工作10 工作10 工作10 工作

13 施工管理技術者13 施工管理技術者13 施工管理技術者13 施工管理技術者13 施工管理技術者13 施工管理技術者13 施工管理技術者

14 溶接施工14 溶接施工14 溶接施工14 溶接施工14 溶接施工14 溶接施工14 溶接施工

1 鉄骨製作工場1 鉄骨製作工場1 鉄骨製作工場1 鉄骨製作工場1 鉄骨製作工場1 鉄骨製作工場1 鉄骨製作工場 ・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)・ 監督職員の承諾する工場                                                  (7.1.3)

　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )　　  (・Ｓ  ・Ｈ  ・Ｍ  ・Ｒ  ・Ｊ )

・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)・ 全国鉄構工業協会、日本鉄骨評価センター　認定工場 (下記認定グレード以上)

2 施工管理技術者2 施工管理技術者2 施工管理技術者2 施工管理技術者2 施工管理技術者2 施工管理技術者2 施工管理技術者

3 鋼材3 鋼材3 鋼材3 鋼材3 鋼材3 鋼材3 鋼材

　材　質　材　質　材　質　材　質　材　質　材　質　材　質

 ・SN  400　 ・SN  400　 ・SN  400　 ・SN  400　 ・SN  400　 ・SN  400　 ・SN  400　

  　規　格  　規　格  　規　格  　規　格  　規　格  　規　格  　規　格

  ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品 

  ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品 

  ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品 

       品名又は使用箇所       品名又は使用箇所       品名又は使用箇所       品名又は使用箇所       品名又は使用箇所       品名又は使用箇所       品名又は使用箇所

鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)鋼材の材質、規格                                           (7.2.1)(7.2.4)(表7.2.1)

 ・STKR 400 ・STKR 400 ・STKR 400 ・STKR 400 ・STKR 400 ・STKR 400 ・STKR 400

 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　

  ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品 

 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

  ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品   ※JISの規格品  ・SN  490 ・SN  490 ・SN  490 ・SN  490 ・SN  490 ・SN  490 ・SN  490

4 高力ボルト4 高力ボルト4 高力ボルト4 高力ボルト4 高力ボルト4 高力ボルト4 高力ボルト ※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)※トルシア形高力ボルト ・JIS形高力ボルト ・溶融亜鉛メッキ高ボルト          (7.2.2)

5 普通ボルト5 普通ボルト5 普通ボルト5 普通ボルト5 普通ボルト5 普通ボルト5 普通ボルト ※標仕表7.2.3による※標仕表7.2.3による※標仕表7.2.3による※標仕表7.2.3による※標仕表7.2.3による※標仕表7.2.3による※標仕表7.2.3による (7.2.3)(7.2.3)(7.2.3)(7.2.3)(7.2.3)(7.2.3)(7.2.3)

※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)※適用する     　・適用しない                                              (7.1.4)

6 アンカーボルト6 アンカーボルト6 アンカーボルト6 アンカーボルト6 アンカーボルト6 アンカーボルト6 アンカーボルト (7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)(7.2.4)

　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B　　　・建築構造用圧延棒鋼(JIS G 3138)・SNR400A　※SNR400B　・SNR490B

    　・ABR400　・ABR490    　・ABR400　・ABR490    　・ABR400　・ABR490    　・ABR400　・ABR490    　・ABR400　・ABR490    　・ABR400　・ABR490    　・ABR400　・ABR490

材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490材質　・一般構造用圧延鋼(JIS G 3101)　※SS400　・SS490

7 ターンバックル7 ターンバックル7 ターンバックル7 ターンバックル7 ターンバックル7 ターンバックル7 ターンバックル 胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)胴の種類  ※割枠式  ・         ボルトの種類  ※羽子板ボルト  ・            (7.2.6)

8 デッキプレート8 デッキプレート8 デッキプレート8 デッキプレート8 デッキプレート8 デッキプレート8 デッキプレート

※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)※溶接施工管理技術者をおく    ・適用しない                                 (7.6.2)

スカラップ      ・改良型スカラップスカラップ      ・改良型スカラップスカラップ      ・改良型スカラップスカラップ      ・改良型スカラップスカラップ      ・改良型スカラップスカラップ      ・改良型スカラップスカラップ      ・改良型スカラップ

その他　・ その他　・ その他　・ その他　・ その他　・ その他　・ その他　・ 

合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)合成ｽﾗﾌﾞ　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)

構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)構造床　　・材質(　  　　 　　)・形状(  　　　　　)・寸法(　　　   　　)    (7.2.7)

※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）※ＪＩＳ　Ｇ　３３５２　　　・（　　　　　　）

※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)※ＪＩＳ規格品の鋼材で断面の異なるごとに、それぞれ１t未満の場合で軽微     (7.2.10)

　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。　な部材については、監督職員の承認を受けて規格証明書等の提出を省略することができる。

15 溶接部の試験15 溶接部の試験15 溶接部の試験15 溶接部の試験15 溶接部の試験15 溶接部の試験15 溶接部の試験

                            

エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)エンドタブの切断　・行う（                     ）　・行わない　　　　　　(7.6.7)

   の溶接   の溶接   の溶接   の溶接   の溶接   の溶接   の溶接

(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)(a) ※アークスポット又は隅肉溶接　　・　                                  (7.7.8)

(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接(b) 合成スラブの溶接   　※焼き抜き栓溶接

耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )耐火被覆材の接着する面の塗装    ・行わない  ・行う(                 )

・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)・鉄骨造の鉄部錆止め塗料の種別は 標仕表18.3.1 の下記とする。               (7.8.3)

  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674  ・JIS K 5625      ・ JIS K 5674

16 デッキプレート16 デッキプレート16 デッキプレート16 デッキプレート16 デッキプレート16 デッキプレート16 デッキプレート

17 さび止め塗料17 さび止め塗料17 さび止め塗料17 さび止め塗料17 さび止め塗料17 さび止め塗料17 さび止め塗料

（7.6.11)（7.6.11)（7.6.11)（7.6.11)（7.6.11)（7.6.11)（7.6.11)外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数外観検査　　　　自主検査　※全数　　　第三者検査　※全数

超音波探傷試験　自主検査　※全数超音波探傷試験　自主検査　※全数超音波探傷試験　自主検査　※全数超音波探傷試験　自主検査　※全数超音波探傷試験　自主検査　※全数超音波探傷試験　自主検査　※全数超音波探傷試験　自主検査　※全数

　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　　　　　　　　第三者検査　　ＡＯＱＬ   ※4.0％　　 ・2.5％　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示　　　　　　　　　　　　　　検査水準   ※第６水準　・図示

　        試験箇所　        試験箇所　        試験箇所　        試験箇所　        試験箇所　        試験箇所　        試験箇所

 ・図示 ・図示 ・図示 ・図示 ・図示 ・図示 ・図示

　   試験方法　   試験方法　   試験方法　   試験方法　   試験方法　   試験方法　   試験方法

 ※標仕7.6.11(b)による ※標仕7.6.11(b)による ※標仕7.6.11(b)による ※標仕7.6.11(b)による ※標仕7.6.11(b)による ※標仕7.6.11(b)による ※標仕7.6.11(b)による  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）  完全溶込み溶接部（板厚6mm以上）

・・・・・・・

　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図

総　　　　則総　　　　則総　　　　則総　　　　則総　　　　則総　　　　則総　　　　則

工 事 概 要工 事 概 要工 事 概 要工 事 概 要工 事 概 要工 事 概 要工 事 概 要

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号

一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書　　　　　　　　　　　　　　　工事特記仕様書

※提出書類はＡ４版とする。※提出書類はＡ４版とする。※提出書類はＡ４版とする。※提出書類はＡ４版とする。※提出書類はＡ４版とする。※提出書類はＡ４版とする。※提出書類はＡ４版とする。

３．別途工事３．別途工事３．別途工事３．別途工事３．別途工事３．別途工事３．別途工事

１. 共通仕様１. 共通仕様１. 共通仕様１. 共通仕様１. 共通仕様１. 共通仕様１. 共通仕様

（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。（１)項目は、〇印の付いたものを適用する。

（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２)特記事項は、・印の付いたものを適用する。

    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。    ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。    ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様

・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）・請負業者賠償責任保険　　　　　　　　　 　　　　　（保険証の写しを提出）

１．保険及び保証１．保険及び保証１．保険及び保証１．保険及び保証１．保険及び保証１．保険及び保証１．保険及び保証

 部分完成 部分完成 部分完成 部分完成 部分完成 部分完成 部分完成

 部分引渡し 部分引渡し 部分引渡し 部分引渡し 部分引渡し 部分引渡し 部分引渡し

（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（１)図面及び特記仕様に記載されてない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書

２ ． 建 設 共 済 等２ ． 建 設 共 済 等２ ． 建 設 共 済 等２ ． 建 設 共 済 等２ ． 建 設 共 済 等２ ． 建 設 共 済 等２ ． 建 設 共 済 等 ・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）・法定外労災保証制度　　　　　　　　　　　　　 （加入証明書の写しを提出）

                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）                       　　　  ( ・管理財物担保特約に加入のこと）

（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目章章章章章章章 特　　  記 　 　事　  　項特　　  記 　 　事　  　項特　　  記 　 　事　  　項特　　  記 　 　事　  　項特　　  記 　 　事　  　項特　　  記 　 　事　  　項特　　  記 　 　事　  　項

1 適用基準等1 適用基準等1 適用基準等1 適用基準等1 適用基準等1 適用基準等1 適用基準等
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１

章
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事

項

１

章
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共

通

事

項

１

章

　

一
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共

通

事

項

１

章

　

一
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共

通

事

項

１

章

　

一

般

共

通

事

項

１

章

　

一

般

共

通

事

項

※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項※資材の購入及び下請け業者の選定に際しての留意事項

資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、資材の購入及び工事の一部を下請け業者にて施工する場合、業者の選定に際しては、

出来る限り市内業者を優先させること。出来る限り市内業者を優先させること。出来る限り市内業者を優先させること。出来る限り市内業者を優先させること。出来る限り市内業者を優先させること。出来る限り市内業者を優先させること。出来る限り市内業者を優先させること。

（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。（４)特記事項に記載の(別 . . )は、(5.3.7)による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する・建設業退職金共済制度　 当初請負金額が500万円以上の場合は、掛金収納書を提出する

※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)※請負金額が500万以上は登録の手続きを行うこと。　　 　                     (1.1.4)2 工事実績情報の登録2 工事実績情報の登録2 工事実績情報の登録2 工事実績情報の登録2 工事実績情報の登録2 工事実績情報の登録2 工事実績情報の登録

※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)※建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。                 (1.2.2)

  積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・               積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・               積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・               積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・               積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・               積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・               積雪区分        ・30 cm    ・40 cm   ・             

　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒　風速 (Ｖo)＝34 ｍ毎秒

  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)  地表面粗度　　　※Ⅲ (Zb=5 Zg=450 α=0.20)

                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)                  ・Ⅱ (Zb=5 Zg=350 α=0.15)

・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)・適用する　　・適用しない                                                 (1.3.3)

3 品質計画3 品質計画3 品質計画3 品質計画3 品質計画3 品質計画3 品質計画

4 電気保安技術者4 電気保安技術者4 電気保安技術者4 電気保安技術者4 電気保安技術者4 電気保安技術者4 電気保安技術者

※産業廃棄物税※産業廃棄物税※産業廃棄物税※産業廃棄物税※産業廃棄物税※産業廃棄物税※産業廃棄物税

　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上　　　　　　　　　　　　 を提出すること。 共済証紙購入額　　 請負金額の1/1000以上

　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分　　　　　　　　　　　　 こと。また、増額の契約変更があった場合についても、その分

電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする

事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な

有する者とする有する者とする有する者とする有する者とする有する者とする有する者とする有する者とする

一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を一般電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種電気工事士の資格を

5 施工条件5 施工条件5 施工条件5 施工条件5 施工条件5 施工条件5 施工条件

14 完成図等14 完成図等14 完成図等14 完成図等14 完成図等14 完成図等14 完成図等

13 化学物質の濃度測定13 化学物質の濃度測定13 化学物質の濃度測定13 化学物質の濃度測定13 化学物質の濃度測定13 化学物質の濃度測定13 化学物質の濃度測定

12 施工の立ち会い等12 施工の立ち会い等12 施工の立ち会い等12 施工の立ち会い等12 施工の立ち会い等12 施工の立ち会い等12 施工の立ち会い等

11 技能士11 技能士11 技能士11 技能士11 技能士11 技能士11 技能士

10 特別な材料の工法10 特別な材料の工法10 特別な材料の工法10 特別な材料の工法10 特別な材料の工法10 特別な材料の工法10 特別な材料の工法

着工前測定　　・行う　　・行わない着工前測定　　・行う　　・行わない着工前測定　　・行う　　・行わない着工前測定　　・行う　　・行わない着工前測定　　・行う　　・行わない着工前測定　　・行う　　・行わない着工前測定　　・行う　　・行わない

　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

　　発散が極めて少ないものとする。　　発散が極めて少ないものとする。　　発散が極めて少ないものとする。　　発散が極めて少ないものとする。　　発散が極めて少ないものとする。　　発散が極めて少ないものとする。　　発散が極めて少ないものとする。

4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、4） 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、

5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等5） 1)及び 4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等

パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。パラジクロロベンゼン、スチレンの濃度を測定し報告すること。

　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置　　　　　　　　　　8.化学物質採取方法　　　9.分析装置

　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)　　　　　　　　　　　　                                                　(1.5.9)

　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具　　　　　　　　　　6.室名と測定時間　　　7.測定器具

　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間　　　　　　　　　　4.測定前の換気及び閉鎖時間　　　5.測定時間

　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　　　　　　　　　　　1.工事名　　　2.測定年月日　　　3.天候　　

　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり　報告書の様式　　濃度測定記録表の記載事項は、次のとおり

　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　　採取方法　　　・文部科学省の定めるところによる。　・　　　　

測定箇所数　　・図示　　・　測定箇所数　　・図示　　・　測定箇所数　　・図示　　・　測定箇所数　　・図示　　・　測定箇所数　　・図示　　・　測定箇所数　　・図示　　・　測定箇所数　　・図示　　・　

測定対象室　　・図示　　・　測定対象室　　・図示　　・　測定対象室　　・図示　　・　測定対象室　　・図示　　・　測定対象室　　・図示　　・　測定対象室　　・図示　　・　測定対象室　　・図示　　・　

測定は、パッシブ型採集機器により行う。測定は、パッシブ型採集機器により行う。測定は、パッシブ型採集機器により行う。測定は、パッシブ型採集機器により行う。測定は、パッシブ型採集機器により行う。測定は、パッシブ型採集機器により行う。測定は、パッシブ型採集機器により行う。

施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン施行完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査　・杭打作業中　　　　　　　　　　　　・鉄骨製品検査

　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。　・竣工後の検査が困難な工事については随時監督職員の立会検査を受ける。

　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　　・製品検査（監督職員の指示による）　・ベンチマーク　　

　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）　・材料検査（監督職員の指示による）　・完成確認（中間完成を含む）

　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）　・組積の時　　　　　　　　　　　　　・仕上検査（監督職員の指示による）

　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工　・基礎及び各階配筋完了時　　　　　　・防水層の施工

　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時　・鉄骨溶接、高力ボルト締め完了時　　・基礎及び各階コンクリート打設時

　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)　下記事項は監督職員の立会検査を受けなければならない。                     (1.5.7)

 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園 　　・塗装　　・建具製作　　・サッシ施工　　・内装仕上げ施工　　・造園

　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官　　※防水施工　　・タイル張り　　・建築大工　　・建築板金　　・左官

　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　　　・鉄筋施工　　・型枠施工　　・鉄工　　・石材施工　　・ＡＬＣパネル施工　　

標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。標仕に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

  第三種  第三種  第三種  第三種  第三種  第三種  第三種

　　④旧ＪＡＳのＦco規格品　　④旧ＪＡＳのＦco規格品　　④旧ＪＡＳのＦco規格品　　④旧ＪＡＳのＦco規格品　　④旧ＪＡＳのＦco規格品　　④旧ＪＡＳのＦco規格品　　④旧ＪＡＳのＦco規格品

　　③旧ＪＩＳのＥo規格品　　③旧ＪＩＳのＥo規格品　　③旧ＪＩＳのＥo規格品　　③旧ＪＩＳのＥo規格品　　③旧ＪＩＳのＥo規格品　　③旧ＪＩＳのＥo規格品　　③旧ＪＩＳのＥo規格品

　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆規格品

　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　b.接着剤等不使用　　　b.接着剤等不使用　　　b.接着剤等不使用　　　b.接着剤等不使用　　　b.接着剤等不使用　　　b.接着剤等不使用　　　b.接着剤等不使用

　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品　　③下記表示のあるＪＡＳ規格品

　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品　　①ＪＩＳ及びＪＡＳのＦ☆☆☆☆規格品

　規制対象外　規制対象外　規制対象外　規制対象外　規制対象外　規制対象外　規制対象外

　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル　　ボード、ＭＤＦ、その他木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗料は、ホルムアル

　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン　　い難揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン

　　が極めて少ないものとする。　　が極めて少ないものとする。　　が極めて少ないものとする。　　が極めて少ないものとする。　　が極めて少ないものとする。　　が極めて少ないものとする。　　が極めて少ないものとする。

1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル1） 合板、木質系フローリング、構造用パネル，集成材、単板積層材、パーティクル

3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな3） 接着剤は、フタル酸ジ-ｎ-ブチル及びフタル酸ジ-２-エチルヘキシルを含有しな

9 化学物質を発散する9 化学物質を発散する9 化学物質を発散する9 化学物質を発散する9 化学物質を発散する9 化学物質を発散する9 化学物質を発散する

  建築材料等  建築材料等  建築材料等  建築材料等  建築材料等  建築材料等  建築材料等

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するも

のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。のとし、次の 1) から 5) を満たすものとする。

　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　デヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散2） 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散

　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。　　キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

・特定建設資材の搬出・特定建設資材の搬出・特定建設資材の搬出・特定建設資材の搬出・特定建設資材の搬出・特定建設資材の搬出・特定建設資材の搬出

　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）　　再資源化等を行う（再資源化が困難な場合には縮減）

・特定建設資材以外の搬出・特定建設資材以外の搬出・特定建設資材以外の搬出・特定建設資材以外の搬出・特定建設資材以外の搬出・特定建設資材以外の搬出・特定建設資材以外の搬出

　　構外搬出適切処理　　構外搬出適切処理　　構外搬出適切処理　　構外搬出適切処理　　構外搬出適切処理　　構外搬出適切処理　　構外搬出適切処理

・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )・特別管理産業廃棄物　(・無    ・有                                     )

　　処理方法 (                                                          )　　処理方法 (                                                          )　　処理方法 (                                                          )　　処理方法 (                                                          )　　処理方法 (                                                          )　　処理方法 (                                                          )　　処理方法 (                                                          )

6 発生材の処理等6 発生材の処理等6 発生材の処理等6 発生材の処理等6 発生材の処理等6 発生材の処理等6 発生材の処理等

8 建築材料等8 建築材料等8 建築材料等8 建築材料等8 建築材料等8 建築材料等8 建築材料等

7 交通安全管理7 交通安全管理7 交通安全管理7 交通安全管理7 交通安全管理7 交通安全管理7 交通安全管理

※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す※本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定す

承諾を受ける。承諾を受ける。承諾を受ける。承諾を受ける。承諾を受ける。承諾を受ける。承諾を受ける。

るもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員のるもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員のるもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員のるもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員のるもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員のるもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員のるもの又は、これらと同等のものとする。ただし同等のものとする場合は、監督職員の

(                                                                      )(                                                                      )(                                                                      )(                                                                      )(                                                                      )(                                                                      )(                                                                      )

・・・・・・・

・・・・・・・

・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、・工事完成引渡し後、必要に応じて一年又は二年を越えない範囲の適当な時期に、

　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。　双方立ち会いで工事目的物のかし点検を実施する。

かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市かし期間は、別に定めた特約（責任施工による保証期間など）を除き、四日市市

工事請負契約書に準拠する。工事請負契約書に準拠する。工事請負契約書に準拠する。工事請負契約書に準拠する。工事請負契約書に準拠する。工事請負契約書に準拠する。工事請負契約書に準拠する。

20 完成引渡し後の点検20 完成引渡し後の点検20 完成引渡し後の点検20 完成引渡し後の点検20 完成引渡し後の点検20 完成引渡し後の点検20 完成引渡し後の点検

21 随時検査21 随時検査21 随時検査21 随時検査21 随時検査21 随時検査21 随時検査

発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。発注者が随時検査を求めた場合、監督職員の指示に従い受検すること。

・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)・品質及び性能を試験により証明する材料は以下の物とする。　             　(1.4.5)

　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。　　※工事日報・納品伝票等の写しは、監督職員が提出を求めた場合は提出こと。

18 設計ＧＬ18 設計ＧＬ18 設計ＧＬ18 設計ＧＬ18 設計ＧＬ18 設計ＧＬ18 設計ＧＬ

17 設備工事との取合い17 設備工事との取合い17 設備工事との取合い17 設備工事との取合い17 設備工事との取合い17 設備工事との取合い17 設備工事との取合い

16 現況復旧16 現況復旧16 現況復旧16 現況復旧16 現況復旧16 現況復旧16 現況復旧

設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。設備機器の位置、取り合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

施工範囲施工範囲施工範囲施工範囲施工範囲施工範囲施工範囲

・現状地盤（監督職員の指示による）・現状地盤（監督職員の指示による）・現状地盤（監督職員の指示による）・現状地盤（監督職員の指示による）・現状地盤（監督職員の指示による）・現状地盤（監督職員の指示による）・現状地盤（監督職員の指示による）

・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）・図示のベンチマーク（Ｂ．Ｍ）　　　　　mm（現状地盤はＢ．Ｍ　　　　　　mm）

　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強　・図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の型枠及びそれらの補強

　・　・　・　・　・　・　・

　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強　・自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ　・駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作スイッチ

　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強　・図示した壁、天井の仕上材、下地材の切込み及び下地材の補強

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

在来にならい補修する。在来にならい補修する。在来にならい補修する。在来にならい補修する。在来にならい補修する。在来にならい補修する。在来にならい補修する。

工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げとも

　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部　　※工程写真　　　各工程毎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部　　※工事着工前　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　１部

工事記録については下記による。（A4版）工事記録については下記による。（A4版）工事記録については下記による。（A4版）工事記録については下記による。（A4版）工事記録については下記による。（A4版）工事記録については下記による。（A4版）工事記録については下記による。（A4版）15 記録15 記録15 記録15 記録15 記録15 記録15 記録

　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。　　※工事の各記録写真については、デジタル画像にて整備編集を行うように努めること。

　　・監督職員の指示による　　・監督職員の指示による　　・監督職員の指示による　　・監督職員の指示による　　・監督職員の指示による　　・監督職員の指示による　　・監督職員の指示による

　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部　　　　　　　　　　・電子データとし、ＣＤ-Ｒにて提出　　 　　　（　　）部

　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・専門家撮影、アルバム編集の上提出　　　　　（　　）部

　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）　※以下一式（工事写真の撮り方 建築編 に準拠する）

工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。工事完成(部分完成を含む)時には、社内検査を実施し、その報告書を監督職員に提出する。19 社内検査報告書19 社内検査報告書19 社内検査報告書19 社内検査報告書19 社内検査報告書19 社内検査報告書19 社内検査報告書

・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)・作成する　　　　・作成しない　　　　　　　　             　　(1.7.1～3)(表1.7.1)

※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　※ＣＡＤデータの提出     ※提出する　　・提出しない　

  　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図   　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図   　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図   　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図   　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図   　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図   　　　　　・配置図及び案内図    　　　・各階平面図 

  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図  　　　　　・各立面図    　　　　　　　・断面図

  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図  　　　　　・仕上表    　　　　　　　　・施工図

  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　  　　　　　・施工計画書    　　　　　　・　

※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票※　廃棄物管理票（マニフェスト）確認表を作成し、監督職員にＡ票及びＤ票もしくはＥ票

    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に    の確認を受けるものとする。ただし、電子情報処理組織に登録（電子マニフェスト）に

　　より確認を行う場合は、この限りではない。　　より確認を行う場合は、この限りではない。　　より確認を行う場合は、この限りではない。　　より確認を行う場合は、この限りではない。　　より確認を行う場合は、この限りではない。　　より確認を行う場合は、この限りではない。　　より確認を行う場合は、この限りではない。

※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）※建築工事標準詳細図　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　平成 22 年版）

※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※工事写真の撮り方(平成24年版)建築編　　  （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が本工事により生じた

産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付産業廃棄物が、課税対象となった場合には、翌年度に産業廃棄物税納税証明書等を添付

して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡して、本工事により生じた産業廃棄物税相当分を請求することができる｡

※暴力団等不当介入に関する事項※暴力団等不当介入に関する事項※暴力団等不当介入に関する事項※暴力団等不当介入に関する事項※暴力団等不当介入に関する事項※暴力団等不当介入に関する事項※暴力団等不当介入に関する事項

１．契約の解除１．契約の解除１．契約の解除１．契約の解除１．契約の解除１．契約の解除１．契約の解除
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名
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名
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名

図
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名

図
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名

図

 

面

 

名

設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号

1 監督職員事務所1 監督職員事務所1 監督職員事務所1 監督職員事務所1 監督職員事務所1 監督職員事務所1 監督職員事務所

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

章

　

仮

 

設

 

工

 

事

２２２２２２２

2 工事用水2 工事用水2 工事用水2 工事用水2 工事用水2 工事用水2 工事用水

3 工事用電力3 工事用電力3 工事用電力3 工事用電力3 工事用電力3 工事用電力3 工事用電力

4 仮設便所4 仮設便所4 仮設便所4 仮設便所4 仮設便所4 仮設便所4 仮設便所 ・吸取式　　　　・水洗式・吸取式　　　　・水洗式・吸取式　　　　・水洗式・吸取式　　　　・水洗式・吸取式　　　　・水洗式・吸取式　　　　・水洗式・吸取式　　　　・水洗式

構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない

構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない構内既存の施設   　・利用できる（・有償   ・無償）　　・利用できない

5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)5 足場　　　　　　　　 ※手すり先行工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.2.4)

・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)・設ける。（規模・備品等の設置は以下による）   ・設けない                  (2.3.1)

　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　　（・規模　　　㎡程度　・仕上げ；床　　　、壁　　　　、天井　　　　　　程度）　　

防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　）防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　）防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　）防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　）防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　）防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　）防護シートによる養生　　※行う（・ﾒｯｼｭｼｰﾄ　・防音ｼｰﾄ　　　　） ・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

22 施工体制台帳の提出22 施工体制台帳の提出22 施工体制台帳の提出22 施工体制台帳の提出22 施工体制台帳の提出22 施工体制台帳の提出22 施工体制台帳の提出 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めにより、施工体制台帳の写しを

予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、予定価格(税込)3,000万円以上の工事は、四日市市検査規程第8条第6項の規定により、

　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の７第４項による国土交通大臣認定品

　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品　　②建築基準法施行令第２０条の7第３項による国土交通大臣認定品

提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。提出すること。なお、警備業者についても記載すべき下請負人の範囲に含むものとする。

業務発注所属と協議を行うこと。業務発注所属と協議を行うこと。業務発注所属と協議を行うこと。業務発注所属と協議を行うこと。業務発注所属と協議を行うこと。業務発注所属と協議を行うこと。業務発注所属と協議を行うこと。

（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、（２）契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、

（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。（３）(1)(2)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。

（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。（１）不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。

２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務２．暴力団等による不当介入を受けたときの義務

四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成20年四日市市告示第28号）第３条又は

第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を第４条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を

受けたときは、契約を解除することがある。受けたときは、契約を解除することがある。受けたときは、契約を解除することがある。受けたときは、契約を解除することがある。受けたときは、契約を解除することがある。受けたときは、契約を解除することがある。受けたときは、契約を解除することがある。

・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)・引渡しを要するもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ）(1.3.11)

交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)交通誘導員　　※配置する　　名以上（大型車の出入は必ず）　・配置しない   (1.3.8)

・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　・保全に関する資料    　提出部数  ※２部　　　・　

  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。  (平成28年版)」(以下「標仕」という。)による。

  種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・   種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・   種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・   種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・   種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・   種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・   種類   　 ※標仕 表1.7.1による    ・ 

なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨なお、他の退職金制度に加入している等、共済証紙を購入する必要がない場合は、その旨

を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。を記載した理由書を提出し、市の承諾を得たうえで共済証紙の購入を不要とする。

納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕

１．工事場所　　四日市市浜町地内１．工事場所　　四日市市浜町地内１．工事場所　　四日市市浜町地内１．工事場所　　四日市市浜町地内１．工事場所　　四日市市浜町地内１．工事場所　　四日市市浜町地内１．工事場所　　四日市市浜町地内

２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕２．工事種目　　ポンプ棟建屋外壁修繕

・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）・建設工事保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （保険証の写しを提出）

・・・・・・・工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)工事用車両の駐車場及び資機材置場　※敷地内　　　・　　　　　　　　　      (1.3.5)

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、このポンプ場は、常時稼働施設であるため、作業計画の策定にあたっては、作業内容、

工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。工事期間中は、ポンプ場作業従事者の安全確保につとめること。

手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。手順等を含む計画を策定し監督職員及び日永浄化センターと十分協議を行い決定すること。

資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。資機材の搬出入は第三者の安全に留意して、災害及び事故の防止に努めること。

監督職員の承諾を得ること。監督職員の承諾を得ること。監督職員の承諾を得ること。監督職員の承諾を得ること。監督職員の承諾を得ること。監督職員の承諾を得ること。監督職員の承諾を得ること。

現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し現場工事は月～金曜日とする。土曜日及び休日に作業を行う場合は、休日作業届を提出し

大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること大型車両通行時には、誘導員等を配置し、安全確保に努めること

　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部　　　　　　　　　　・カラーキャビネ判　　　　　　　　　　　　　（　　）部

　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部　　※竣工写真　　　・サービス判　　　　　　　　　　　　　　　　（　１）部

　　種　　別　　種　　別　　種　　別　　種　　別　　種　　別　　種　　別　　種　　別

                                                                    (7.9.2～7.9.6)                                                                    (7.9.2～7.9.6)                                                                    (7.9.2～7.9.6)                                                                    (7.9.2～7.9.6)                                                                    (7.9.2～7.9.6)                                                                    (7.9.2～7.9.6)                                                                    (7.9.2～7.9.6)

・耐火材・耐火材・耐火材・耐火材・耐火材・耐火材・耐火材 ・乾式吹付けロックウール ・乾式吹付けロックウール ・乾式吹付けロックウール ・乾式吹付けロックウール ・乾式吹付けロックウール ・乾式吹付けロックウール ・乾式吹付けロックウール

 ・半乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール ・半乾式吹付けロックウール

 ・湿式ロックウール ・湿式ロックウール ・湿式ロックウール ・湿式ロックウール ・湿式ロックウール ・湿式ロックウール ・湿式ロックウール

  吹付け  吹付け  吹付け  吹付け  吹付け  吹付け  吹付け

・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り・耐火板張り

　　所要性能及び適用構造部位　　所要性能及び適用構造部位　　所要性能及び適用構造部位　　所要性能及び適用構造部位　　所要性能及び適用構造部位　　所要性能及び適用構造部位　　所要性能及び適用構造部位

・ラス張りモルタル塗り・ラス張りモルタル塗り・ラス張りモルタル塗り・ラス張りモルタル塗り・ラス張りモルタル塗り・ラス張りモルタル塗り・ラス張りモルタル塗り

18 耐火被覆18 耐火被覆18 耐火被覆18 耐火被覆18 耐火被覆18 耐火被覆18 耐火被覆

   の設置   の設置   の設置   の設置   の設置   の設置   の設置

  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする  ・無収縮モルタル(プレミックスタイプ)　下記同等品とする

  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)  ならしモルタルの工法　  ※Ａ種   ・Ｂ種    　　　　 　　　       　 　(表7.10.2)

・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)・構造用アンカーボルト　  ・図示　　　 　　　　　　　　　　     (7.10.3)(表7.10.1)

  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)  プレユーロックス(太平洋マテリアル)　マスターフロー870グラウト(BASFポゾリス)

  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)  ノンシュリンクライトグラウト(ＡＢＣ商会)  デンカタスコン(電気化学工業)

(社)公共建築協会の評価を受けているもの(社)公共建築協会の評価を受けているもの(社)公共建築協会の評価を受けているもの(社)公共建築協会の評価を受けているもの(社)公共建築協会の評価を受けているもの(社)公共建築協会の評価を受けているもの(社)公共建築協会の評価を受けているもの

・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種・建方用アンカーボルトの保持及び埋込み　  ・Ａ種 　※Ｂ種　・Ｃ種

19 アンカーボルト等19 アンカーボルト等19 アンカーボルト等19 アンカーボルト等19 アンカーボルト等19 アンカーボルト等19 アンカーボルト等

　Ａ種　Ａ種　Ａ種　Ａ種　Ａ種　Ａ種　Ａ種

　Ｂ種　Ｂ種　Ｂ種　Ｂ種　Ｂ種　Ｂ種　Ｂ種

  Ｃ種  Ｃ種  Ｃ種  Ｃ種  Ｃ種  Ｃ種  Ｃ種

             材    料             材    料             材    料             材    料             材    料             材    料             材    料

 普通ボルト、アンカーボルト 普通ボルト、アンカーボルト 普通ボルト、アンカーボルト 普通ボルト、アンカーボルト 普通ボルト、アンカーボルト 普通ボルト、アンカーボルト 普通ボルト、アンカーボルト

     適用部位     適用部位     適用部位     適用部位     適用部位     適用部位     適用部位 亜鉛めっきの種別 亜鉛めっきの種別 亜鉛めっきの種別 亜鉛めっきの種別 亜鉛めっきの種別 亜鉛めっきの種別 亜鉛めっきの種別

20 溶融亜鉛めっき工法20 溶融亜鉛めっき工法20 溶融亜鉛めっき工法20 溶融亜鉛めっき工法20 溶融亜鉛めっき工法20 溶融亜鉛めっき工法20 溶融亜鉛めっき工法 施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)施工管理技術者   　　 ※適用する 　　 ・適用しない            　  (7.12.2～7.12.4)

 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板 最低板厚6mm以上の形鋼、鋼板

 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚3.2mm以上、6mm未満の形鋼、鋼板

 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板 最低板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板

高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理　・ブラスト処理　・りん酸塩処理

・ブラスト処理　７．１２．４による。・ブラスト処理　７．１２．４による。・ブラスト処理　７．１２．４による。・ブラスト処理　７．１２．４による。・ブラスト処理　７．１２．４による。・ブラスト処理　７．１２．４による。・ブラスト処理　７．１２．４による。

・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。・りん酸塩処理　処理方法及びすべり耐力等の確認方法に関する資料を提出すること。

　　 仕上げ塗料　　 仕上げ塗料　　 仕上げ塗料　　 仕上げ塗料　　 仕上げ塗料　　 仕上げ塗料　　 仕上げ塗料
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端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 端部押え金物　　　  ※既製アルミニウム製Ｌ－30×15×2.0程度   ・ 

1 アスファルト防水1 アスファルト防水1 アスファルト防水1 アスファルト防水1 アスファルト防水1 アスファルト防水1 アスファルト防水 (9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)(9.2.2)アスファルトの種類  ※3種アスファルトの種類  ※3種アスファルトの種類  ※3種アスファルトの種類  ※3種アスファルトの種類  ※3種アスファルトの種類  ※3種アスファルトの種類  ※3種

屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材

屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材

防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)防水層の種類、種別　　　　　　                               (9.2.3)(表9.2.3～9)

・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２・屋内防水　　　   ・Ｅ－１　・Ｅ－２

乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　乾式保護材　   　　 製造所　・　　　　

防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ防水保護のれんがの種類　※市販品のレンガ又は市販品のレンガ形ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

絶縁工法における脱気装置絶縁工法における脱気装置絶縁工法における脱気装置絶縁工法における脱気装置絶縁工法における脱気装置絶縁工法における脱気装置絶縁工法における脱気装置

　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない　※設ける　材質（　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない

絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス絶縁用シート　・ポリエチレンフィルム 厚0.15㎜以上  ・フラットヤーンクロス

・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３・屋根保護防水　   ・Ａ－１　・Ａ－２　・Ａ－３　・ＡＩ－１　・ＡＩ－２　・ＡＩ－３

　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３　　　　　　　　 　・Ｂ－１　・Ｂ－２　・Ｂ－３  ・ＢＩ－１　・ＢＩ－２　・ＢＩ－３

・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２・屋根露出防水　   ・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３　・Ｄ－４　　・ＤＩ－１　・ＤＩ－２

ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示によるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示によるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示によるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示によるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示によるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示によるルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい　　　※図示による (9.2.4)(9.2.4)(9.2.4)(9.2.4)(9.2.4)(9.2.4)(9.2.4)

仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による仕上塗料（屋根露出防水）　※種類および使用量は製造所の仕様による

2 保護層等の施工2 保護層等の施工2 保護層等の施工2 保護層等の施工2 保護層等の施工2 保護層等の施工2 保護層等の施工 (9.2.5)(9.2.5)(9.2.5)(9.2.5)(9.2.5)(9.2.5)(9.2.5)

3 改質アスファルト3 改質アスファルト3 改質アスファルト3 改質アスファルト3 改質アスファルト3 改質アスファルト3 改質アスファルト

  シート防水  シート防水  シート防水  シート防水  シート防水  シート防水  シート防水

・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　・保護コンクリートの厚み    ※８０㎜　　　　・　

　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　　　　　　　　　　　　・コンクリート押え　・モルタル押え　

・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え・立上り部の保護　    ・乾式保護材　・れんが押え

 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　   (9.3.2～9.3.4)(表9.3.1～3)

露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材露出防水絶縁断熱工法に用いる断熱材

仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　

脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号

　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)　　　　  　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)

　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35

　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35　　　厚さ（mm）　※35

※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号※A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号

・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号

材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）材質　　  　※押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA（スキン層付き）

材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号材質　　  　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号

4 合成高分子系4 合成高分子系4 合成高分子系4 合成高分子系4 合成高分子系4 合成高分子系4 合成高分子系

  ルーフィングシート  ルーフィングシート  ルーフィングシート  ルーフィングシート  ルーフィングシート  ルーフィングシート  ルーフィングシート

  防水  防水  防水  防水  防水  防水  防水

 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所  仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料  仕様区分 仕様区分 仕様区分 仕様区分 仕様区分 仕様区分 仕様区分

 ※非歩行 ※非歩行 ※非歩行 ※非歩行 ※非歩行 ※非歩行 ※非歩行

 ・軽歩行 ・軽歩行 ・軽歩行 ・軽歩行 ・軽歩行 ・軽歩行 ・軽歩行

　厚さ(mm)　厚さ(mm)　厚さ(mm)　厚さ(mm)　厚さ(mm)　厚さ(mm)　厚さ(mm)

                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)                                                        (9.4.2～9.4.4)(表9.4.1～2)

絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　絶縁シート　※発砲ポリエチレンシート　　　・　

機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　機械固定工法に用いる断熱材 　※次のいずれかによる　　　・　　　

                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)                                 　　　                 (9.5.2～9.5.4)(表9.5.1～2)

 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所

 ・シルバー　・カラー ・シルバー　・カラー ・シルバー　・カラー ・シルバー　・カラー ・シルバー　・カラー ・シルバー　・カラー ・シルバー　・カラー

 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料 仕上げ塗料

　　備考　　備考　　備考　　備考　　備考　　備考　　備考

5 塗膜防水5 塗膜防水5 塗膜防水5 塗膜防水5 塗膜防水5 塗膜防水5 塗膜防水

施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない施工標識　　           ※設ける　　    ・設けない

・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）・Ｙ－２における保護層（　　　　　　　　　　　　　）

脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない脱気装置 　・設ける　材質（　　　　　　　　）設置数量（　　　） ・設けない

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

・工　　法・工　　法・工　　法・工　　法・工　　法・工　　法・工　　法

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない施工標識　　            ※設ける　　    ・設けない

7 その他防水7 その他防水7 その他防水7 その他防水7 その他防水7 その他防水7 その他防水

6 ケイ酸質系塗布防水6 ケイ酸質系塗布防水6 ケイ酸質系塗布防水6 ケイ酸質系塗布防水6 ケイ酸質系塗布防水6 ケイ酸質系塗布防水6 ケイ酸質系塗布防水

 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 種 別 　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所　　施工箇所 　　備考　　備考　　備考　　備考　　備考　　備考　　備考

                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)                                         　　　　　        (9.6.2～9.6.4)(表9.6.2)

・Ｃ－ＵＰ・Ｃ－ＵＰ・Ｃ－ＵＰ・Ｃ－ＵＰ・Ｃ－ＵＰ・Ｃ－ＵＰ・Ｃ－ＵＰ

※Ｃ－ＵＩ※Ｃ－ＵＩ※Ｃ－ＵＩ※Ｃ－ＵＩ※Ｃ－ＵＩ※Ｃ－ＵＩ※Ｃ－ＵＩ

・適用部位及び防水層の位置・適用部位及び防水層の位置・適用部位及び防水層の位置・適用部位及び防水層の位置・適用部位及び防水層の位置・適用部位及び防水層の位置・適用部位及び防水層の位置

適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット適用部位　　　　　地下構造物　・外壁　・床　　　・水槽　　　・ピット

防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側防水層の位置　　　・背面水圧側　　　・水圧側

                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)                                   　　　       　　　　　        (9.6.1)(表9.6.1)

        施工箇所        施工箇所        施工箇所        施工箇所        施工箇所        施工箇所        施工箇所       シーリング材の種類(記号)      シーリング材の種類(記号)      シーリング材の種類(記号)      シーリング材の種類(記号)      シーリング材の種類(記号)      シーリング材の種類(記号)      シーリング材の種類(記号)

　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験　　　　　　・簡易接着性試験        ・引張接着性試験

※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)※下表以外は、標仕表9.7.1 による                        　        (9.7.2)(表9.7.1)

目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)目地寸法　　※図示による　・　                                           (9.7.3)

接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)接着性試験　※行わない　　・行う                                         (9.7.5)

9 シーリング9 シーリング9 シーリング9 シーリング9 シーリング9 シーリング9 シーリング

8 保証期間8 保証期間8 保証期間8 保証期間8 保証期間8 保証期間8 保証期間 防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない防水の保証期間は原則、10年とする。ただし、既存の劣化等の状況により保証ができない

場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。場合は、保証できない理由を明確にし、監督職員と協議を行うこと。

仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　

仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　仕上げ塗料の使用量　　　　※メーカー仕様による　　・　　

　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種　　　　　　・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2種

　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b　　　　　　・押出法ポリスチレンフォーム断熱材の1種b、2種b又は3種b

　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号　　　　　　・A種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号

上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材上記断熱材のほか　・ポリエチレンフォーム保温材　・A種ポリエチレンフォーム保温材

接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　接着工法に用いる断熱材　　 ※次のいずれかによる　　　　・　　　

　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板　　　　　　・A種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板

全て全て全て全て全て全て全て MS-2MS-2MS-2MS-2MS-2MS-2MS-2

四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課

四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号

納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕

作図作図作図作図作図作図作図

A - 1A - 1A - 1A - 1A - 1A - 1A - 1

特 記 仕 様 書（１）特 記 仕 様 書（１）特 記 仕 様 書（１）特 記 仕 様 書（１）特 記 仕 様 書（１）特 記 仕 様 書（１）特 記 仕 様 書（１）

・・・・・・・施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに施工部分の周辺に、大型のポンプやエンジン等の機器及び電気設備があるので、これらに

十分な養生を施し施工にあたること。十分な養生を施し施工にあたること。十分な養生を施し施工にあたること。十分な養生を施し施工にあたること。十分な養生を施し施工にあたること。十分な養生を施し施工にあたること。十分な養生を施し施工にあたること。

 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3 ・SSC 400　　　ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼C-100×50×20×2.3

施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、施工中、外壁が無く開口となっている期間は、その日の作業を終える際にシートで覆い、

養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。養生すること。その他雨掛り部分についても同様とすること。
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※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)※適用する　　・適用しない                                               (1.5.2)

1 / 71 / 71 / 71 / 71 / 71 / 71 / 7
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　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図　　　　　　　　　　　　　　　工事設計図

図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号

一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号一級建築士　登録　第　　　　　　　　　号
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設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号

四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課四日市市上下水道局施設課

四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号四日市市堀木一丁目３番１８号

納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕納屋ポンプ場外壁修繕

特 記 仕 様 書（２）特 記 仕 様 書（２）特 記 仕 様 書（２）特 記 仕 様 書（２）特 記 仕 様 書（２）特 記 仕 様 書（２）特 記 仕 様 書（２）

1 長尺金属板葺1 長尺金属板葺1 長尺金属板葺1 長尺金属板葺1 長尺金属板葺1 長尺金属板葺1 長尺金属板葺                                                         (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)                                                        (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)                                                        (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)                                                        (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)                                                        (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)                                                        (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)                                                        (13.2.2)(13.2.3)(表13.2.1)
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    屋根ふき形式    屋根ふき形式    屋根ふき形式    屋根ふき形式    屋根ふき形式    屋根ふき形式    屋根ふき形式      材　　種     材　　種     材　　種     材　　種     材　　種     材　　種     材　　種   板の厚さ(mm)  板の厚さ(mm)  板の厚さ(mm)  板の厚さ(mm)  板の厚さ(mm)  板の厚さ(mm)  板の厚さ(mm)    下　ぶ　き   下　ぶ　き   下　ぶ　き   下　ぶ　き   下　ぶ　き   下　ぶ　き   下　ぶ　き

 ・かわら棒ぶき ・かわら棒ぶき ・かわら棒ぶき ・かわら棒ぶき ・かわら棒ぶき ・かわら棒ぶき ・かわら棒ぶき  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ  ※0.4mm ※0.4mm ※0.4mm ※0.4mm ※0.4mm ※0.4mm ※0.4mm  ※アスファルトルーフィング ※アスファルトルーフィング ※アスファルトルーフィング ※アスファルトルーフィング ※アスファルトルーフィング ※アスファルトルーフィング ※アスファルトルーフィング

（心木なし）通し吊子（心木なし）通し吊子（心木なし）通し吊子（心木なし）通し吊子（心木なし）通し吊子（心木なし）通し吊子（心木なし）通し吊子
　 亜鉛めっき鋼鈑　 亜鉛めっき鋼鈑　 亜鉛めっき鋼鈑　 亜鉛めっき鋼鈑　 亜鉛めっき鋼鈑　 亜鉛めっき鋼鈑　 亜鉛めっき鋼鈑  ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　  　940 　940 　940 　940 　940 　940 　940

 ・平ぶき ・平ぶき ・平ぶき ・平ぶき ・平ぶき ・平ぶき ・平ぶき  ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　 ・　

2 折板葺2 折板葺2 折板葺2 折板葺2 折板葺2 折板葺2 折板葺                                                         (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)                                                        (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)                                                        (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)                                                        (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)                                                        (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)                                                        (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)                                                        (13.3.2)(13.3.3)(表13.2.1)

  形    式  形    式  形    式  形    式  形    式  形    式  形    式   ※重ね型   ・はぜ締め形      ※重ね型   ・はぜ締め形      ※重ね型   ・はぜ締め形      ※重ね型   ・はぜ締め形      ※重ね型   ・はぜ締め形      ※重ね型   ・はぜ締め形      ※重ね型   ・はぜ締め形    

形 状(mm)形 状(mm)形 状(mm)形 状(mm)形 状(mm)形 状(mm)形 状(mm)   山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )  山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )  山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )  山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )  山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )  山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )  山高(         )   山ピッチ(         )   板厚(         )

材    料材    料材    料材    料材    料材    料材    料   ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板  ※塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛めっき鋼板

断 熱 材断 熱 材断 熱 材断 熱 材断 熱 材断 熱 材断 熱 材   ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し  ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し  ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し  ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し  ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し  ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し  ・有り (種別：　　　　　　　　　　厚さ：   mm)  ・無し

耐火性能耐火性能耐火性能耐火性能耐火性能耐火性能耐火性能   ・３０分耐火　　　・無し  ・３０分耐火　　　・無し  ・３０分耐火　　　・無し  ・３０分耐火　　　・無し  ・３０分耐火　　　・無し  ・３０分耐火　　　・無し  ・３０分耐火　　　・無し

軒先面戸板軒先面戸板軒先面戸板軒先面戸板軒先面戸板軒先面戸板軒先面戸板 　・有り　　　　　　・無し　・有り　　　　　　・無し　・有り　　　　　　・無し　・有り　　　　　　・無し　・有り　　　　　　・無し　・有り　　　　　　・無し　・有り　　　　　　・無し

3 とい材料3 とい材料3 とい材料3 とい材料3 とい材料3 とい材料3 とい材料

軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板軒どい   材種  ※硬質塩化ビニル雨どい ・表面処理鋼板 ・ステンレス鋼板

　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 　とい受け金物　材料       ※ステンレス製の市販品  ・ 

縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)縦どい   材種  ※硬質塩化ビニル管カラー(VP)　・配管用鋼管    　 (13.5.2)(表13.5.1)

　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 　　　　　　　　取付ピッチ    ※表13.5.2 による　　・ 

  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）  　   　施工箇所　　  （　　　　　　　　 　　　        　　　　　　）

・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない・行わない

  防露巻き  防露巻き  防露巻き  防露巻き  防露巻き  防露巻き  防露巻き

4 鋼管製といの4 鋼管製といの4 鋼管製といの4 鋼管製といの4 鋼管製といの4 鋼管製といの4 鋼管製といの ※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)※行う 　防露材　        ※標仕表13.5.4 による 　・             (13.5.2)(表13.5.4)

　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)　　     防露巻き工法　  ※標仕表13.5.5 による　 ・             (13.5.3)(表13.5.5)

1 一般事項1 一般事項1 一般事項1 一般事項1 一般事項1 一般事項1 一般事項

　の処理工事　の処理工事　の処理工事　の処理工事　の処理工事　の処理工事　の処理工事

2 アスベスト含有建材2 アスベスト含有建材2 アスベスト含有建材2 アスベスト含有建材2 アスベスト含有建材2 アスベスト含有建材2 アスベスト含有建材

労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく技術上の指針

（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。（建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針）を遵守すること。

　施工箇所及び工法　　　※図示　施工箇所及び工法　　　※図示　施工箇所及び工法　　　※図示　施工箇所及び工法　　　※図示　施工箇所及び工法　　　※図示　施工箇所及び工法　　　※図示　施工箇所及び工法　　　※図示

アスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わないアスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わないアスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わないアスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わないアスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わないアスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わないアスベスト含有建材除去後の仕上げ　　・行う　　・行わない

アスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わないアスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わないアスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わないアスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わないアスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わないアスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わないアスベスト含有吹付け材の囲い込み処理　　・行う　　・行わない

アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  アスベスト含有吹付け材の封じ込め処理　　・行う　　・行わない  [9.1.1][9.1.1][9.1.1][9.1.1][9.1.1][9.1.1][9.1.1]

分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない分析による確認　　・行う（下表による）　・行わない

  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数  　調査方法　　　　　　　1材料あたりの試料数　　　　材　料　名　　　　材　料　名　　　　材　料　名　　　　材　料　名　　　　材　料　名　　　　材　料　名　　　　材　料　名

 ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　)

 ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　)

 ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　)

 ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　) ※定性分析(3　・　)　　※定量分析(※3  　・　　)

　調査　調査　調査　調査　調査　調査　調査

3 アスベストの含有3 アスベストの含有3 アスベストの含有3 アスベストの含有3 アスベストの含有3 アスベストの含有3 アスベストの含有

吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う吹付けアスベストの施工数量調査　　※行う

 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器

 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径

 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量

 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間

 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化

 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件

 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト

 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界

　測　定　3　測　定　3　測　定　3　測　定　3　測　定　3　測　定　3　測　定　3 　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8　　測定1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8 　測　定　5　測　定　5　測　定　5　測　定　5　測　定　5　測　定　5　測　定　5

 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡 位相差顕微鏡

 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野

 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上

                     25mm                     25mm                     25mm                     25mm                     25mm                     25mm                     25mm

    1l/min    1l/min    1l/min    1l/min    1l/min    1l/min    1l/min
             5l/min             5l/min             5l/min             5l/min             5l/min             5l/min             5l/min    10l/min   10l/min   10l/min   10l/min   10l/min   10l/min   10l/min

 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法

     47mm     47mm     47mm     47mm     47mm     47mm     47mm

     5 min     5 min     5 min     5 min     5 min     5 min     5 min              120 min             120 min             120 min             120 min             120 min             120 min             120 min    210 min   210 min   210 min   210 min   210 min   210 min   210 min

    50 f/l    50 f/l    50 f/l    50 f/l    50 f/l    50 f/l    50 f/l              0.5 f/l             0.5 f/l             0.5 f/l             0.5 f/l             0.5 f/l             0.5 f/l             0.5 f/l    0.3 f/l   0.3 f/l   0.3 f/l   0.3 f/l   0.3 f/l   0.3 f/l   0.3 f/l

  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法

アスベスト粉じん濃度測定　　※行う アスベスト粉じん濃度測定　　※行う アスベスト粉じん濃度測定　　※行う アスベスト粉じん濃度測定　　※行う アスベスト粉じん濃度測定　　※行う アスベスト粉じん濃度測定　　※行う アスベスト粉じん濃度測定　　※行う 

　備考　備考　備考　備考　備考　備考　備考

  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１

  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１

  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１  (注)１

　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。　　　　　300㎡を超えるものは、監督職員と協議する。

　大気　大気　大気　大気　大気　大気　大気

　大気　大気　大気　大気　大気　大気　大気

　 －　 －　 －　 －　 －　 －　 －

 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点

 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点

 計２点 計２点 計２点 計２点 計２点 計２点 計２点

 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点 各２点又は３点

 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称

  測定１  測定１  測定１  測定１  測定１  測定１  測定１

  測定２  測定２  測定２  測定２  測定２  測定２  測定２

  測定３  測定３  測定３  測定３  測定３  測定３  測定３

  測定６  測定６  測定６  測定６  測定６  測定６  測定６

  測定７  測定７  測定７  測定７  測定７  測定７  測定７

  測定８  測定８  測定８  測定８  測定８  測定８  測定８

　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期

　処理作業前　処理作業前　処理作業前　処理作業前　処理作業前　処理作業前　処理作業前

　処理作業中　処理作業中　処理作業中　処理作業中　処理作業中　処理作業中　処理作業中

  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内

  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内

  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内  処理作業室内

　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所

  　　　　測　定　点  　　　　測　定　点  　　　　測　定　点  　　　　測　定　点  　　　　測　定　点  　　　　測　定　点  　　　　測　定　点

　　　 (各施工箇所ごと)　　　 (各施工箇所ごと)　　　 (各施工箇所ごと)　　　 (各施工箇所ごと)　　　 (各施工箇所ごと)　　　 (各施工箇所ごと)　　　 (各施工箇所ごと)

  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定

　処理作業後　処理作業後　処理作業後　処理作業後　処理作業後　処理作業後　処理作業後

　(隔離ｼｰﾄ撤去前)　(隔離ｼｰﾄ撤去前)　(隔離ｼｰﾄ撤去前)　(隔離ｼｰﾄ撤去前)　(隔離ｼｰﾄ撤去前)　(隔離ｼｰﾄ撤去前)　(隔離ｼｰﾄ撤去前)

又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界

施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺

施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺

又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界

４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点

施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺施行区画周辺

又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界

４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点４方向各１点

  測定４  測定４  測定４  測定４  測定４  測定４  測定４

  測定５  測定５  測定５  測定５  測定５  測定５  測定５

  負圧・除じん装置  負圧・除じん装置  負圧・除じん装置  負圧・除じん装置  負圧・除じん装置  負圧・除じん装置  負圧・除じん装置

  の排出吹出し口  の排出吹出し口  の排出吹出し口  の排出吹出し口  の排出吹出し口  の排出吹出し口  の排出吹出し口

（処理作業室外の場合）（処理作業室外の場合）（処理作業室外の場合）（処理作業室外の場合）（処理作業室外の場合）（処理作業室外の場合）（処理作業室外の場合）

1点1点1点1点1点1点1点

  (注)２  (注)２  (注)２  (注)２  (注)２  (注)２  (注)２

　(注)２．集じん・排気装置の性能確認　(注)２．集じん・排気装置の性能確認　(注)２．集じん・排気装置の性能確認　(注)２．集じん・排気装置の性能確認　(注)２．集じん・排気装置の性能確認　(注)２．集じん・排気装置の性能確認　(注)２．集じん・排気装置の性能確認

ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口ｾｷｭﾘﾃｨｰｿﾞｰﾝ入口 1点1点1点1点1点1点1点

空気の流れ空気の流れ空気の流れ空気の流れ
空気の流れ空気の流れ空気の流れ

を確認を確認を確認を確認
を確認を確認を確認

　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。　(注)１．各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは２点、300㎡以下までは３点とする。

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で

埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する

又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融

・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する・粉じん飛散抑制剤については「建設技術審査証明書」の取得に関する

資料を監督職員に提出し、承認を得ること。資料を監督職員に提出し、承認を得ること。資料を監督職員に提出し、承認を得ること。資料を監督職員に提出し、承認を得ること。資料を監督職員に提出し、承認を得ること。資料を監督職員に提出し、承認を得ること。資料を監督職員に提出し、承認を得ること。

作業場の隔離　※行う作業場の隔離　※行う作業場の隔離　※行う作業場の隔離　※行う作業場の隔離　※行う作業場の隔離　※行う作業場の隔離　※行う

アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護アスベスト含有仕上塗材の除去(除去工法、養生、粉じん飛散防止措置、呼吸用保護具・保護

飛散防止処理技術指針」による。飛散防止処理技術指針」による。飛散防止処理技術指針」による。飛散防止処理技術指針」による。飛散防止処理技術指針」による。飛散防止処理技術指針」による。飛散防止処理技術指針」による。

衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん衣等)ついては、「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん

アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無アスベスト含有吹付材の有無　・有　・無

　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去

5 アスベスト含有仕上5 アスベスト含有仕上5 アスベスト含有仕上5 アスベスト含有仕上5 アスベスト含有仕上5 アスベスト含有仕上5 アスベスト含有仕上

　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去　塗材の除去

　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法　外壁補修等作業はUカット工法、アンカーピニング工法、樹脂注入工法、モルタル充填工法

撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による撤去の範囲　・全面撤去　・塗膜の劣化部及び外壁補修等作業箇所のみ撤去　・図示による

　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。　足場アンカー設置、コア抜き等軽微な作業を示す。

　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地　吹付主剤、下地調整材（吹付仕上）の除去及び養生はアスベスト含有吹付け材、下地

　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。　調整材（ローラー仕上）はアスベスト含有成形板として扱う。

アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無アスベスト含有仕上塗材の有無　・有　・無

[9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3]

アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）アスベスト含有箇所　・吹付主剤　・下地調整材（吹付仕上）　・下地調整材（ローラー仕上）

除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去仕上塗材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去吹付材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

4 アスベスト含有吹付4 アスベスト含有吹付4 アスベスト含有吹付4 アスベスト含有吹付4 アスベスト含有吹付4 アスベスト含有吹付4 アスベスト含有吹付

　け材の除去　け材の除去　け材の除去　け材の除去　け材の除去　け材の除去　け材の除去

除去工法除去工法除去工法除去工法除去工法除去工法除去工法

　処理技術指針」による　処理技術指針」による　処理技術指針」による　処理技術指針」による　処理技術指針」による　処理技術指針」による　処理技術指針」による

作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業場の隔離及び養生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）・隔離養生不要　・その他（　　　　　　）

※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止※「建築物の改修、解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止

除去工法の試験施工　※行う　・行わない除去工法の試験施工　※行う　・行わない除去工法の試験施工　※行う　・行わない除去工法の試験施工　※行う　・行わない除去工法の試験施工　※行う　・行わない除去工法の試験施工　※行う　・行わない除去工法の試験施工　※行う　・行わない

　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。　上記工法によらない場合は監督職員と協議の上、承諾を得ること。

・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法・剥離材併用超音波ケレン工法　・集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法

・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法・剥離材併用高圧水洗工法　・剥離材併用超高圧水洗工法　・剥離材併用手工具ケレン工法

・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法・集じん装置付高圧水洗工法　・集じん装置付超高圧水洗工法　・超音波ケレン工法

吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去吹付主剤、下地調整材(吹付仕上)の除去

下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去下地調整材(ローラー仕上)の除去工法についてはレベル３(アスベスト含有成形板)の除去

工法と同等とする。工法と同等とする。工法と同等とする。工法と同等とする。工法と同等とする。工法と同等とする。工法と同等とする。

 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器 計数機器

 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径 メンブレンフィルタの直径

 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量 試料の吸引流量

 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間 試料の吸引時間

 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化 試料の透明化

 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件 計数条件

 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト 計数アスベスト

 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界 定量限界

 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野 総アスベスト繊維数      　200本又は視野数50視野

 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上 直径3μm未満、長さ5μm以上、長さと直径比３：１以上

 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法 アセトン－トリアセチン法又は、シュウ酸ジエチル法

  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法  表9.1.2  アスベスト粉じん濃度測定方法

処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法処分方法

　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去　材等の除去

6 アスベスト含有保温6 アスベスト含有保温6 アスベスト含有保温6 アスベスト含有保温6 アスベスト含有保温6 アスベスト含有保温6 アスベスト含有保温

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で

　埋立処分する　埋立処分する　埋立処分する　埋立処分する　埋立処分する　埋立処分する　埋立処分する

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融

　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う　又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

　　測定1 　　測定1 　　測定1 　　測定1 　　測定1 　　測定1 　　測定1 

25mm25mm25mm25mm25mm25mm25mm

5l/min5l/min5l/min5l/min5l/min5l/min5l/min

120 min120 min120 min120 min120 min120 min120 min

0.5 f/l0.5 f/l0.5 f/l0.5 f/l0.5 f/l0.5 f/l0.5 f/l

　試験施工時　試験施工時　試験施工時　試験施工時　試験施工時　試験施工時　試験施工時

・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による・図示による

※施行区画周辺※施行区画周辺※施行区画周辺※施行区画周辺※施行区画周辺※施行区画周辺※施行区画周辺

又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界又は、敷地境界測定1測定1測定1測定1測定1測定1測定1

測　定　点測　定　点測　定　点測　定　点測　定　点測　定　点測　定　点 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 測定名称 　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　  測　定　場　所　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期　測定時期

　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、　　　　　なお、アスベストの飛散が確認された場合は、除去工法及び養生方法を再検討し、

　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。　　(注)１．試験施工時に濃度測定を行い、結果を監督職員へ提出すること。

　　　　監督職員と協議すること。　　　　監督職員と協議すること。　　　　監督職員と協議すること。　　　　監督職員と協議すること。　　　　監督職員と協議すること。　　　　監督職員と協議すること。　　　　監督職員と協議すること。

２方向各１点２方向各１点２方向各１点２方向各１点２方向各１点２方向各１点２方向各１点

アスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わないアスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わないアスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わないアスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わないアスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わないアスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わないアスベスト粉じん濃度測定　　※行う（試験施工時） ・行わない [9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3][9.1.3]

  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定  表9.1.1　　アスベスト粉じん濃度測定

　備考　備考　備考　備考　備考　備考　備考

大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない大気汚染防止法に基づく届出　　・行う　・行わない

石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない石綿障害予防規則に基づく届出　・行う　・行わない

労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない労働安全衛生法に基づく届出　　・行う　・行わない

官公署等への届出官公署等への届出官公署等への届出官公署等への届出官公署等への届出官公署等への届出官公署等への届出

　届出は不要とする。　届出は不要とする。　届出は不要とする。　届出は不要とする。　届出は不要とする。　届出は不要とする。　届出は不要とする。

又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う又は環境大臣の認定を受けた無害化処理施設において無害化処理を行う

埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する埋立処分する

・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融・中間処理の場合は、都道府県知事等から処置許可を受けた溶融施設において溶融

・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で・埋立処分の場合は、特別管理産業廃棄物として、管理型最終処分場の一定の場所で

作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない

アスベスト含有保温材の有無　・有　・無アスベスト含有保温材の有無　・有　・無アスベスト含有保温材の有無　・有　・無アスベスト含有保温材の有無　・有　・無アスベスト含有保温材の有無　・有　・無アスベスト含有保温材の有無　・有　・無アスベスト含有保温材の有無　・有　・無

　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去　板の除去

7 アスベスト含有成形7 アスベスト含有成形7 アスベスト含有成形7 アスベスト含有成形7 アスベスト含有成形7 アスベスト含有成形7 アスベスト含有成形

作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない作業場の隔離　・行う　・行わない

　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設　　　　　・アスベストの中間処理に適する溶融施設

　　　　　・認定を受けた無害化処理施設　　　　　・認定を受けた無害化処理施設　　　　　・認定を受けた無害化処理施設　　　　　・認定を受けた無害化処理施設　　　　　・認定を受けた無害化処理施設　　　　　・認定を受けた無害化処理施設　　　　　・認定を受けた無害化処理施設

※本工事に配置管理させる者（有資格者）※本工事に配置管理させる者（有資格者）※本工事に配置管理させる者（有資格者）※本工事に配置管理させる者（有資格者）※本工事に配置管理させる者（有資格者）※本工事に配置管理させる者（有資格者）※本工事に配置管理させる者（有資格者）

　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）　※特定化学物質等作業主任者（H18.3.31以前の講習修了者）

　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）　　又は石綿作業主任者（H18.4.1以降の講習修了者）

処分方法　・埋立処分処分方法　・埋立処分処分方法　・埋立処分処分方法　・埋立処分処分方法　・埋立処分処分方法　・埋立処分処分方法　・埋立処分

8　特記事項8　特記事項8　特記事項8　特記事項8　特記事項8　特記事項8　特記事項

[9.1.5][9.1.5][9.1.5][9.1.5][9.1.5][9.1.5][9.1.5]

[9.1.4][9.1.4][9.1.4][9.1.4][9.1.4][9.1.4][9.1.4]

アスベスト含有成形板の有無　・有　・無アスベスト含有成形板の有無　・有　・無アスベスト含有成形板の有無　・有　・無アスベスト含有成形板の有無　・有　・無アスベスト含有成形板の有無　・有　・無アスベスト含有成形板の有無　・有　・無アスベスト含有成形板の有無　・有　・無

除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去保温材（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）除去成形板（　　　　　　　　　　　　）含有場所（　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。　　　　　　なお、工法の再選定する場合は、協議の上契約変更を行うことができる。

　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく　外壁補修作業の内、Uカット工法以外は労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく

２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ２　乙は、この契約による工事において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなけ

当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四当該工事を施工するに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例（平成11年四

日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。日市市条例第25号。以下「条例」という。）第11条に規定する義務を負う。

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。

（秘密の保持）（秘密の保持）（秘密の保持）（秘密の保持）（秘密の保持）（秘密の保持）（秘密の保持）

第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施第３　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するに当たって知り得た個人情報を当該工事を施

工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。工するために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。

２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな２　乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。

３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（適正な管理）（適正な管理）（適正な管理）（適正な管理）（適正な管理）（適正な管理）（適正な管理）

第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適第４　乙は、この契約による工事に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。正な管理のために必要な措置を講じなければならない。正な管理のために必要な措置を講じなければならない。正な管理のために必要な措置を講じなければならない。正な管理のために必要な措置を講じなければならない。正な管理のために必要な措置を講じなければならない。正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。２　乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。

３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個３　管理責任者は、個人情報を取り扱う工事の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個

人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。

４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に４　四日市市（以下「甲」という。）は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に

対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、

甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。

（収集の制限）（収集の制限）（収集の制限）（収集の制限）（収集の制限）（収集の制限）（収集の制限）

第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工第５　乙及び乙の従事者は、この契約による工事を施工するために、個人情報を収集するときは、当該工

事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。事を施工するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

（再提供の禁止）（再提供の禁止）（再提供の禁止）（再提供の禁止）（再提供の禁止）（再提供の禁止）（再提供の禁止）

第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再第６　乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による工事に係る個人情報を第三者に再

提供してはならない。提供してはならない。提供してはならない。提供してはならない。提供してはならない。提供してはならない。提供してはならない。

２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必２　乙は、前項の承諾により再提供する場合は、再提供先における個人情報の適正な取り扱いのために必

要な措置を講じなければならない。要な措置を講じなければならない。要な措置を講じなければならない。要な措置を講じなければならない。要な措置を講じなければならない。要な措置を講じなければならない。要な措置を講じなければならない。

３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ３　前項の場合において、乙は、再提供先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わ

すものとする。すものとする。すものとする。すものとする。すものとする。すものとする。すものとする。

（複写、複製の禁止）（複写、複製の禁止）（複写、複製の禁止）（複写、複製の禁止）（複写、複製の禁止）（複写、複製の禁止）（複写、複製の禁止）

第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施第７　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による工事を施

工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等（以下「資料等」という。）を複写し、

又は複製してはならない。又は複製してはならない。又は複製してはならない。又は複製してはならない。又は複製してはならない。又は複製してはならない。又は複製してはならない。

（持ち出しの禁止）（持ち出しの禁止）（持ち出しの禁止）（持ち出しの禁止）（持ち出しの禁止）（持ち出しの禁止）（持ち出しの禁止）

第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し第８　乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等（複写又は複製し

たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。たものを含む。第9において同じ。）を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。

２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、２　甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、

輸送方法等を書面により確認するものとする。輸送方法等を書面により確認するものとする。輸送方法等を書面により確認するものとする。輸送方法等を書面により確認するものとする。輸送方法等を書面により確認するものとする。輸送方法等を書面により確認するものとする。輸送方法等を書面により確認するものとする。

３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない３　前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできない

ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損ようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損

の防止その他適切な管理を行わなければならない。の防止その他適切な管理を行わなければならない。の防止その他適切な管理を行わなければならない。の防止その他適切な管理を行わなければならない。の防止その他適切な管理を行わなければならない。の防止その他適切な管理を行わなければならない。の防止その他適切な管理を行わなければならない。

（資料等の返還）（資料等の返還）（資料等の返還）（資料等の返還）（資料等の返還）（資料等の返還）（資料等の返還）

第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等第９　乙は、この契約による工事を施工するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等

を、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示によりを、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示によりを、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示によりを、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示によりを、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示によりを、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示によりを、当該工事の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により

廃棄し、又は消去する場合を除く。廃棄し、又は消去する場合を除く。廃棄し、又は消去する場合を除く。廃棄し、又は消去する場合を除く。廃棄し、又は消去する場合を除く。廃棄し、又は消去する場合を除く。廃棄し、又は消去する場合を除く。

２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。２　前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。

(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断(1)　紙媒体　　シュレッダーによる裁断

(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕(2)　電子媒体　データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕

３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと３　乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による工事に係る個人情報を第三者に再提供したと

きは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれきは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれきは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれきは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれきは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれきは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれきは、当該工事の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなけれ

ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。ばならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。

４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資４　前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資

料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。

（研修・教育の実施）（研修・教育の実施）（研修・教育の実施）（研修・教育の実施）（研修・教育の実施）（研修・教育の実施）（研修・教育の実施）

第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による第１０ 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による

（罰則等の周知）（罰則等の周知）（罰則等の周知）（罰則等の周知）（罰則等の周知）（罰則等の周知）（罰則等の周知）

工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。工事における個人情報の適正な取り扱いに資するための研修・教育を行うものとする。

第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に第１１ 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に

周知するものとする。周知するものとする。周知するものとする。周知するものとする。周知するものとする。周知するものとする。周知するものとする。

（苦情の処理）（苦情の処理）（苦情の処理）（苦情の処理）（苦情の処理）（苦情の処理）（苦情の処理）

第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、第１２ 乙は、この契約による工事の施工に当たって、個人情報の取り扱いに関して苦情があったときは、

適切かつ迅速な処理に努めるものとする。適切かつ迅速な処理に努めるものとする。適切かつ迅速な処理に努めるものとする。適切かつ迅速な処理に努めるものとする。適切かつ迅速な処理に努めるものとする。適切かつ迅速な処理に努めるものとする。適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

（事故発生時における報告）（事故発生時における報告）（事故発生時における報告）（事故発生時における報告）（事故発生時における報告）（事故発生時における報告）（事故発生時における報告）

第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った第１３ 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知った

ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。ときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

（契約解除及び損害賠償）（契約解除及び損害賠償）（契約解除及び損害賠償）（契約解除及び損害賠償）（契約解除及び損害賠償）（契約解除及び損害賠償）（契約解除及び損害賠償）

第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解第１４ 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解

除及び損害賠償の請求をすることができる。除及び損害賠償の請求をすることができる。除及び損害賠償の請求をすることができる。除及び損害賠償の請求をすることができる。除及び損害賠償の請求をすることができる。除及び損害賠償の請求をすることができる。除及び損害賠償の請求をすることができる。

この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）この契約による業務を行うに当たり個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）

個人情報の取り扱いに関する事項個人情報の取り扱いに関する事項個人情報の取り扱いに関する事項個人情報の取り扱いに関する事項個人情報の取り扱いに関する事項個人情報の取り扱いに関する事項個人情報の取り扱いに関する事項

を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。を含む。）を取り扱う場合においては、下記条文を順守すること。

（基本事項）（基本事項）（基本事項）（基本事項）（基本事項）（基本事項）（基本事項）

第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、第１　この契約による工事の施工者（以下「乙」という。）は、この契約による工事を施工するに当たり、

個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱個人情報（特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報をいう。）を含む。以下同じ。）を取り扱

う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければう際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければう際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければう際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければう際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければう際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければう際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。

（施工者の義務）（施工者の義務）（施工者の義務）（施工者の義務）（施工者の義務）（施工者の義務）（施工者の義務）

第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、第２　乙及びこの契約による工事に従事している者又は従事していた者（以下「乙の従事者」という。）は、
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